
県では、賃金引き上げ後の事業場内最低賃金が 990 円以上の事業所に、業務改善助成金(国)の

自己負担額の 2分の 1を助成する｢いばらき業務改善奨励金｣の受け付けを開始しました。

対象となる事業者の皆さんは、ぜひご活用ください。

補助対象者 事業場内最低賃金を 30 円以上引き上げて 990 円以上であり生産性向上のための設

備投資等を行う中小企業・小規模事業者等

※令和 6年 1月以降に国の業務改善助成金の交付決定を受けていること

助成率 業務改善助成金(国)の自己負担分の 2分の 1

助成上限額 最大 100 万円

助成対象 生産性向上のための設備投資等(国助成金と同様)

申込方法 県ホームページ(｢いばらき業務改善奨励金｣で検索)をご確認ください。

申込期限 令和 7年 1月 31 日（金）※予算上限になりしだい締め切り

③ ｢いばらき業務改善奨励金｣ の受け付けを開始しました
問 県労働政策課 ℡ 029-301-3635

申 県労働政策課 HP https://www.pref.ibaraki.jp/shokorodo/rosei/rodo/gyoumukaizen.html

市では、多年にわたり社会の進展に貢献されてきた方々を敬愛し、長寿を祝うため記念品を贈

呈します。

※1対象年齢に到達する学年(4月 2 日～翌年 4月 1日生まれ)の方が対象です。

※2敬老会実行委員会で贈呈を予定している地区や施設にお住まいの方には、実行委員会または

施設からお渡しします。

② 節目年齢の方に記念品を贈呈します
問 笠間地区：笠間支所保険福祉課(内線 72133) 友部地区：高齢福祉課(内線 175)

岩間地区：岩間支所保険福祉課(内線 73172)

対象年齢 贈呈内容 贈呈方法

75 歳、77 歳(喜寿)

80 歳(傘寿)、88 歳(米寿)

90 歳(卒寿)、99 歳(白寿) ※1

記念品

対象者のお住まいへ

9月上旬から中旬頃に

郵送します。※2

100 歳(百寿)
記念品

(ほか 国・県から記念品・祝状） 市が直接贈呈します。

市内最高齢者 祝状・丸筒・記念品

近年、テレビなどのメディアで有機フッ素化合物（PFOS・PFOA）による環境汚染問題が報道さ

れています。市が受け付けを行っている飲用井戸水の水質検査では、有機フッ素化合物（PFOS・

PFOA）についての検査は含まれていません。

井戸水の有機フッ素化合物（PFOS・PFOA）の検査は、茨城県薬剤師会検査センターで申し込み

可能です。検査をご希望の方は費用、方法など直接お問い合わせください。

④ 井戸水の有機フッ素化合物(PFOS・PFOA)の検査ができます
問 (一財)茨城県薬剤師会検査センター ℡ 029-306-9086
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「問」は問い合わせ先、「申」は申し込み先の略です。


